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代から実際に国際的に行われており、現在このような主張を裁判の場で行う

ことは、過失を超えて虚偽と言われても仕方ないであろう。」 

この指摘のとおり、野島証人の反対尋問において、原告代理人は、ＩＡＲ

Ｃの発がん性総合評価の判定基準について、疫学の専門家である山口直

人教授の論文（甲第 81 号証）に基づいて尋問を行った。すなわち、「発がん

性について十分な証拠あり」という判定がされれば、グループ 1 に分類される

のであるが、その基準として「疫学研究で十分な証拠が得られている場合は、

動物実験の証拠の如何にかかわらず、グループ 1 と判定される」のである。

驚くべきことに、野島証人はこの事実を知らなかった（野島証人調書 2 回目、

294 項ないし 319 項）。すなわち、野島証人は、疫学の基本的考え方につい

て誤った理解をしており、その誤った理解のまま乙第 29 号証の記述をして

いるのである。しかも、この野島証人は、2 回目の反対尋問において、山口

教授の論文の上記指摘を受けた野島証人は、「これはちょっと私、調べてみ

ないと分からないです。先生はそうおっしゃっていますけど」と答え（303 項）

証人の認識は違うことを示していた。当然のことであるが、野島証人は、その

認識の誤りを指摘されたのであるから、次回の尋問のためにも、また科学者

としての良心からも、当然「調べてみる」必要が存することは自明である。しか

るに野島証人は次回（3 回目）の尋問に、同じ質問をうけて、またもや「疫学

だけで決めていいかについては確認する必要があると思います」と平然と同

じ答えを繰り返すのである（野島証人調書 3 回目 16 項）。科学者としても、

証人としても、不誠実極まりない態度であり、到底、自分の証言内容につい

て、科学者としての良心に従い誠実に答弁しているとは認められない証言

内容である。 

さらに、津田教授は、野島証人の次の記述に対しても、それが誤りである

ことを厳しく指摘しているのである。 

「 また、野島証人は『このような微弱な影響を疫学で信頼よく究明するため

には、多くの標本データと、その他の遥かに影響の大きい因子、例えば明ら
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発表されている。脳腫瘍が増加しており、長期間の使用ほど増加率が高く

なる傾向を示している。 

  なお、ハーデル論文の最新は２００９年に発表されており（甲第 216 号証

の 1）、従来の研究成果と一致した結論が示されている。すなわち、ハーデ

ルの結論は、正しいことが証明されているのである。 

(イ) ＷＨＯのインターフォン計画及びカロリンスカ研究所の報告について、荻

野意見書は次のとおり指摘している。 

     世界保健機関（ＷＨＯ）は 1996 年から、電磁波に関する「環境健康基準

（ＥＨＣ）」の作成作業を行っており、携帯電話使用者の発ガンに関する疫

学研究をも実施中である。国際ガン研究機関（ＩＡＲＣ）の指導の元に、日

本を含む世界 13 ヶ国が参加する「インターフォン計画」であるが、その結果

が 2004 年から発表され始めた。まず最初に関心が持たれた腫瘍は「聴神

経腫」である。聴神経という特定の場所に発生すること、携帯電話に最も近

づく部位であることなどの理由からである。その直後にスウェーデンのレェ

ーン論文（2004 年）がカロリンスカ研究所から発表され（甲第 101 号証）。

全体としての増加は 1.0 倍だが、10 年以上の使用者に限ると、いつも片方

で使用している人では、聴神経腫瘍が 3.9 倍にも有意に増加しているとい

う結果であった。2002 年のハーデル論文を完全に支持したのである。この

ニュースは世界中に大きく広がったが、日本では「テーミス：Themis（2004

年 12 月号）」が紹介しただけであった（「添付資料№37」）。欧米では大新

聞のみならず、テレビでも大きく報道されたが、何故か日本のメディアは無

視してしまっている。 

     このカロリンスカ研究所は、ノーベル賞受賞者を選考することで有名であ

り、その研究報告の信頼性は高く評価されている。 

（ウ） さらに、カロリンスカ研究所が実施していた他の脳腫瘍（神経膠腫と髄膜

腫）に関する研究が、2005 年になって発表された。10 年以上にわたり普通

に使用してきた場合で、神経膠腫が 1.8 倍、髄膜腫が 1.4 倍に増加してい
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パク論文である。以下において、これらの論文及び追加発表された論文に

ついて検討する。 

（3） ホッキング論文（1996 年 2000 年） 

ア、 ホッキング論文の概要については、甲第 105 号証 273 頁に紹介されて

いる。すなわち次のとおりである。 

「 ホッキングら（1996）は、オーストラリアの 9 つの町で、1972～1990 年のガ

ンの発症率と死亡率を調査した。これらの町のうち３つの町はテレビの送信

アンテナに囲まれ、６つの町は送信施設から離れている。研究者達は、ノー

スシドニーにあるこの３つの送信施設の、1956 年以降の送信強度記録も調

べた。送信タワー近くの無線周波数の電力密度は、8.0μW/㎠だが、タワー

から四キロメートル離れると 0.2μW/㎠に、12 キロメートルの地点で 0.02μ

W/㎠に減衰する。白血病の発症リスクは 1.24 倍（95％信頼区間 1.09～

1.40）、小児白血病は 1.58 倍（95％信頼区間 1.07～2.34）、死亡リスクは

2.32 倍（95％信頼区間 1.35～4.01）だった。もっとも一般的な白血病のタイ

プである小児リンパ性白血病のリスクは、1.55 倍（95％信頼区間 1.00～

2.41）、死亡リスクは 2.74（95％信頼区間 1.42～5.27）だった。脳腫瘍の罹

患率と死亡率は、全人口の半分以下だった。テレビ送信タワーの近くに住

むことと、白血病発症率・死亡率の間には関連性がある、を彼らは発表した。

後にこの結果に間違いがあることが指摘されたが、適切な研究素材を得る

のは不可能だ。そのため、この研究結果の正否が明らかになるまでの間は、

疑われながらも引用されている（訳注・ホッキング博士らは、2000 年に再調

査した論文を発表している。それらによると、被曝の一番高いレイン・コープ

郡の増加率は、3.3 倍《95％信頼区間 1.9～5.7》になっている。」 

イ、 野島証人はこのホッキング論文について、上記の甲第 105 号証紹介文

中にも指摘されているとおり、誤りがあることをマッケンジ論文の指摘に基づ

いて批判している。（野島証人調書 1 回目 26 頁 105 項ないし 107 項）。もち

ろん、ホッキング自身 2000 年論文でさらに反論している。野島証人はこの



  59/143 

2000 年論文反論には根拠が示されていない、と批判する。 

   しかし、このホッキング 1996 年論文が誤りだとしたマッケンジー論文に対し、

ホッキングの反論が正しいことの適切な反論の証拠を示したのが、チェリー

博士意見書（甲第 125 号証 55、56 頁）である（荻野意見書甲第 127 号証

23 頁添付資料 32 である）。 

     すなわち、マッケンジーらは、ノースシドニーとウイラビの両市で急性リンパ

球白血病が増加していることに対する危険因子は社会経済状態だと指摘し

た。 

     さらに、対象地域の自治体の平均曝露の状態を捉えるために、数多くの

曝露量の計算を行った。しかし、マッケンジーらには、ノースシドニーを含む

周辺地域での複雑な垂直と水平の放射線分布形についての認識はなかっ

たのである。 

    そこで、現実的な曝露値を調査すると、疫学の用量作用の関係がより明確

になったのである。チェリーは「曝露値を調整したことはホッキングらの理論を

より強めたのです」と評価している。 

     荻野意見書（甲第 127 号証 23 頁）は、このチェリー意見書の指摘を紹介

して、「野島証人は、ホッキング論文を批判したマッケンジー論文を根拠にし

て一方的にホッキング論文を間違っているとされているのですが、両者の主

張を丁寧に検討されたのではないようです」と指摘している。 

    野島証人は、「科学者として」正しくホッキング論文を批判し間違っている、

と断定するためには、このチェリー博士の指摘もまた誤りであることを、根拠を

もって反論すべきなのである。荻野意見書が指摘したように、野島証人がチ

ェリー博士の指摘も考慮に入れたうえで、マッケンジーの批判とホッキングの

反論の正しさを「丁寧」に検討したとは到底考えられないのである。野島証人

の「ホッキングの反論は根拠が示されていない」という批判は、逆に野島証人

のその批判こそが根拠がない（自らの不勉強である）ということの証明なので

ある。 




